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   第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は，京都市教職員の給与，勤務時間等に関する条例（以下「教職員条例」

という。）に定めるもののほか，教職員（教職員条例第２条第１項に規定する教職員を

いう。以下同じ。）の出張（教職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行するこ

とをいう。以下同じ。）の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語は，教職員条例第３９条において準用する京都市

旅費条例（以下「準用旅費条例」という。）において使用する用語の例による。 

   第２章 旅行命令及び旅費の額 

（旅行命令等） 

第３条 教職員の旅行命令等，旅行命令変更の申請等及び旅行命令変更の場合における旅

費については，京都市旅費条例施行細則（以下「旅費条例施行細則」という。）第２条

から第４条までの規定を準用する。この場合において，これらの規定中「条例」とある

のは「京都市教職員の給与，勤務時間等に関する条例第３９条において準用する京都市

旅費条例」と，「任命権者」とあるのは「教育長」と読み替えるほか，旅費条例施行細

則第２条第６項本文中「庶務事務システム」とあるのは「教職員庶務事務システム」と，

「行財政局総務部総務事務センター長」とあるのは「教育委員会事務局総務部学校事務

支援室長」と，同項ただし書中「別記様式により書面をもって作成する」とあるのは「こ



 

の限りでない」と読み替えるものとする。 

（旅費喪失の場合における旅費） 

第４条 教職員の旅費喪失の場合における旅費については，旅費条例施行細則第５条の規

定を準用する。この場合において，同条第１号中「条例」とあるのは，「京都市教職員

の給与，勤務時間等に関する条例第３９条において準用する京都市旅費条例」と読み替

えるものとする。 

（居住地等から直接出張する場合） 

第５条 居住地から又は勤務地若しくは出張地以外の地に滞在する教職員がその滞在地か

ら直ちに出張する場合には，居住地又は滞在地から目的地に至る旅費を支給する。ただ

し，その旅費額は，別に定める場合を除き，勤務地又は出張地から目的地に至る旅費額

を超えることができない。 

２ 目的地から直ちに居住地に至る場合は，これに要する旅費を支給する。ただし，その

旅費額は，別に定める場合を除き，目的地から勤務地に至る旅費額を超えることができ

ない。 

（旅費の区分計算） 

第６条 教職員の旅費の区分計算については，旅費条例施行細則第７条の規定を準用する。 

（旅費の精算） 

第７条 教職員の旅費の精算については，旅費条例施行細則第８条第１項の規定を準用す

る。 

（路程の計算） 

第８条 教職員の旅費の計算上必要な路程の計算については，旅費条例施行細則第９条の

規定を準用する。 

（近接地） 

第９条 準用旅費条例第５条第１項第２号イただし書及び第４号ただし書に規定する近接

地とは，鉄道による片道７５キロメートル未満の地域をいう。 

（急行料金の支給） 

第１０条 教職員の急行料金の支給については，旅費条例施行細則第１１条の規定を準用

する。 

（旅費支給の特例） 

第１１条 教職員の旅費支給の特例については，旅費条例施行細則第１２条から第１４条



 

までの規定を準用する。この場合において，同規則第１３条第１項中「条例」とあるの

は「京都市旅費条例」と，同規則第１４条中「，条例」とあるのは「，京都市教職員の

給与，勤務時間等に関する条例第３９条において準用する京都市旅費条例」と，「に限

り条例」とあるのは「に限り京都市旅費条例」と読み替えるものとする。 

（出張中公務に従事しない場合の旅費） 

第１２条 教職員の出張中公務に従事しない場合の旅費については，旅費条例施行細則第

１５条の規定を準用する。 

（移転料等） 

第１３条 教職員の移転料，着後手当及び扶養親族移転料については，旅費条例施行細則

第１７条の規定を準用する。この場合において，同条中「条例」とあるのは，「京都市

教職員の給与，勤務時間等に関する条例第３９条において準用する京都市旅費条例」と

読み替えるものとする。 

（旅費の調整） 

第１４条 勤務地以外の同一の市外地域（市町村の区域を単位とする地域及び東京都の特

別区の存する全地域をいう。以下同じ。）内における出張（第３項及び第４項に規定す

る出張並びに鉄道１００キロメートル，水路５０キロメートル又は陸路２５キロメート

ル（自動車を利用したときは，１００キロメートル）以上の出張を除く。）については，

鉄道賃，船賃及び車賃を支給しない。ただし，公務上の必要又は天災その他やむを得な

い事情により特に多額の鉄道賃，船賃又は車賃を要する場合で，その実費額が当該出張

について支給される日当額の２分の１に相当する額を超える場合にあっては，当該超え

る部分の金額に相当する額の鉄道賃，船賃及び車賃を支給する。 

２ 鉄道，水路又は陸路にわたる出張については，鉄道４キロメートル，水路２キロメー

トルをもってそれぞれ陸路１キロメートルとみなして，前項の規定を適用する。 

３ 幼児，児童又は生徒を引率して行う出張における日当は，別に定める場合を除き，準

用旅費条例第１０条に規定する日当額の２分の１に相当する額を支給する。 

４ 幼児，児童又は生徒を引率して行う出張における宿泊料は，別に定める場合を除き，

準用旅費条例に規定する宿泊料が当該出張に要する実費を超えるときは，当該実費を支

給する。 

５ 前各項に規定するもののほか，教職員の旅費の調整については，旅費条例施行細則第

２０条の規定を準用する。この場合において，同条各号列記以外の部分中「任命権者」



 

とあるのは「教育長」と，「条例」とあるのは「京都市教職員の給与，勤務時間等に関

する条例第３９条において準用する京都市旅費条例」と読み替えるものとする。 

（遺族の順位） 

第１５条 準用旅費条例第１３条第３項の規定により旅費の支給を受ける遺族の順位は，

教職員の配偶者，子，父母，孫，祖父母及び兄弟姉妹並びに教職員の死亡当時教職員と

生計を一にしていた他の親族の順序により，同順位者がある場合には，年長者を先にす

る。 

   第３章 市内出張旅費 

（市内出張旅費） 

第１６条 準用旅費条例第１５条に規定する勤務地の区域内における出張（本市の区域内

（市外地域内に勤務場所が存する教職員にあっては，当該市外地域内）における出張を

いう。以下「市内出張」という。）の旅費については，この章の定めるところによるも

ののほか，前章の定めるところにより支給する。 

２ 市内出張の旅費の種類は，鉄道賃，船賃，車賃，日当及び宿泊料（市外地域内に勤務

場所が存する教職員にあっては，鉄道賃，船賃及び車賃）とする。 

（鉄道賃及び船賃） 

第１７条 鉄道旅行又は水路旅行にあっては，これに要する運賃の最低実費を鉄道賃又は

船賃として支給する。 

（車賃） 

第１８条 陸路旅行において，交通機関を利用する必要がある場合には，これに要する運

賃又は料金の最低実費を車賃として支給する。 

２ 陸路旅行において，自動車（本市より提供された自動車を除く。）を利用する必要があ

る場合において，教育長が特に必要があると認めるときは，その路程１キロメートルに

つき３７円の割合により車賃を支給する。 

（日当及び宿泊料） 

第１９条 京都市市内出張等旅費支給規則（以下「市内出張旅費規則」という。）第２条第

３号に規定する区域又はその他の本市の区域内の一方から他方に出張し，用務の都合に

より，午後１０時までに勤務場所若しくは自宅に帰着することが困難であるため宿泊を

余儀なくされ，又は特に宿泊を必要とする場合に限り，出張１日につき１，１００円の

日当を，出張１夜につき６，３００円（教職員条例第２５条に規定する管理職手当の支



 

給を受ける教職員で別に定めるものにあっては６，７００円）の宿泊料を支給すること

がある。ただし，物品の運搬，文書の送達等のため出張するときは，日当及び宿泊料は，

当該額の半額とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，その者の月の１日から末日までの間における日当を受ける

日数又は宿泊料を受ける夜数が，市内出張旅費規則別表第３に掲げる日数又は夜数（以

下「日数等」という。）を超える場合（同一地域に出張する場合に限る。）の当該日数等

を超える日数等に係る日当又は宿泊料は，前項に規定する額に市内出張旅費規則別表第

３に掲げる支給割合を乗じて得た額とする。ただし，前項ただし書の規定に該当する場

合は，この限りでない。 

（市内出張の命令及び旅費の請求の手続） 

第２０条 教職員の市内出張の命令及び旅費の請求の手続ついては，市内出張旅費規則第

７条（第３項ただし書及び第４項を除く。）の規定を準用する。この場合において，同

条第１項及び第２項中「任命権者」とあるのは「教育長」と，同条第３項本文中「庶務

事務システム」とあるのは「別に定める場合を除き，教職員庶務事務システム」と，「行

財政局総務部総務事務センター長」とあるのは「教育委員会事務局総務部学校事務支援

室長」と読み替えるものとする。 

   第４章 雑則 

（補則） 

第２１条 この規則において別に定めることとされている事項及びこの規則の施行に関し

必要な事項は，教育長が定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，平成２９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前に同日以後の期間に係る旅行命令を受けた教職員については，

この規則の相当規定（この規則において準用する京都市旅費条例施行細則及び京都市市

内出張等旅費支給規則の規定を含む。）による旅行命令を受けたものとみなす。 

（教育委員会事務局総務部学校事務支援室） 


